
別紙１ 

 

 

 

 

 

 

長府庭園 

指定管理業務仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年７月 

 

下関市観光スポーツ文化部観光施設課 

 

 

 



 - 1 - 

目  次 

 

 

 

１ 施設の概要 

 

２ 管理業務の基準 

 

３ 管理業務の範囲 

 

４ 事業計画書等の提出 

 

５ 事業報告等 

 

６ 管理体制 

 

７ 物品管理 

 

８ リスク分担 

 

９ その他留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

長府庭園指定管理業務仕様書 

 

１ 施設の概要 

（１）施設の名称 

   長府庭園 

（２）所在地 

   下関市長府黒門東町 

（３）管理施設 

  ①敷地面積 ３３，６８５．６７㎡ 

②施設内容  

（ア）建物等概要 

建物名 構造 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 

書院（和室１５畳２室、８畳２室） 木造２階建 224.95 270.07 

四阿 木造 25.00 25.00 

一の蔵 土蔵２階建 50.57 101.14 

二の蔵 土蔵２階建 30.54 61.08 

三の蔵 土蔵２階建 55.00 110.00 

茶室（６畳間、３畳間） 木造 71.51 71.51 

事務室 木造 38.91 38.91 

園内便所 鉄筋コンクリート 18.36 18.36 

園外便所 鉄筋コンクリート 22.11 22.11 

（イ）駐車場  普通車 ２３５台（令和７年６月現在） 

（４）管理物品 

   下関市が管理する備品台帳に記載する物品（※無償貸与。詳細については、現

場説明会にて配布。） 

 

２ 管理業務の基準 

（１）長府庭園の使用許可に関する業務の基準 

  ① 基本的な考え方 

    公の施設は、住民の福祉向上のための施設です。使用等の許可に当たっては、

恣意的な判断を排除し、利用者が平等に利用できるよう努めること。 
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  ② 使用許可の基準等 

使用にあたっての許可基準を受付場所等に掲示すること。指定管理者は下関

市都市公園条例（平成１７年条例第２８９号。以下「公園条例」という。）第６

条または第１７条に基づき、使用許可の取消し等を行うこととし、不許可とす

る場合はその理由を示すこと。 

また、その不利益処分に対し申請者が、行政不服審査法（平成２６年法律第

６８号）に基づき、下関市長に対して審査請求を行う権利を有することの教示

を行うこと。 

    なお、利用申請の判断に際し、疑義が生じた場合は速やかに下関市と協議し、

決定すること。 

（２）長府庭園の運営企画に関する業務の基準 

  ① 休園日 

    １月１日から１月４日まで及び１２月２８日から１２月３１日まで 

    なお、下関市長が必要と認める場合には休園日を変更することができる。 

  ② 利用時間 

    午前９時から午後５時まで 

    なお、下関市長が必要と認める場合には、利用時間を変更することができる。 

  ③ 利用料金 

利用料金の額は、公園条例第１４条に規定する使用料の額を上限とし、あら

かじめ市長の承認（当該額を内税として承認する。）を得た上で、指定管理者が

定める。公園条例に規定する使用料の額は下記のとおり。詳細については公園

条例、下関市都市公園条例施行規則（平成１７年規則第２６３号。以下「公園

条例規則」という。）を参照。なお、指定管理者が特に必要があると認めるとき

は利用料金を減免することができる。 

（ア）公園条例第３条第１項各号に掲げる行為をする場合 

行為の種類 単位 金額 

行商、募金その他これらに類する行為 1m2につき1日 期間1月未満 132円 

期間1月以上 120円 

業として行う写真の撮影 1台につき1日 期間1月未満 1,320円 

期間1月以上 1,200円 

業として行う映画の撮影 1日につき 期間1月未満 4,400円 
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期間1月以上 4,000円 

興行 1m2につき1日 期間1月未満 22円 

期間1月以上 20円 

競技会、集会、展示会、博覧会その他これ

らに類する催し 

1m2につき1日 期間1月未満 13円20銭 

期間1月以上 12円 

（イ）有料公園又は有料公園施設を使用する場合 

区分 名称 使用区分及び金額 

有料公園 長府庭園 個人入園 1 人 1 回につき 一般 210 円 

小・中学生 100 円 

団体入園(20 人以上)1 人 1 回につき 一般 160 円 

小・中学生 80 円 

有料公園施設 長府庭園 

書院 

 

 

使用区分 午前 9 時から 

正午まで 

午後 1 時から 

午後 5 時まで 

午後 6 時から 

午後 8 時まで 

和室(15 畳) 940 円 1,270 円 790 円 

和室(8 畳) 490 円 670 円 410 円 

長府庭園 

茶室 

使用区分 午前 9時から 

正午まで 

午後 1 時から 

午後 5 時まで 

午後 6 時から 

午後 8 時まで 

炉付き 6 畳間及び 3 畳

間 
2,650 円 3,510 円 2,240 円 

④ 施設の利用促進に向けた取り組み 

    広く市民及び観光客への庭園の周知、施設利用の働きかけ等を行い、長府庭

園の利用促進に向けて積極的に取り組むこと。 

  ⑤ Ｗｉ－Ｆｉ環境整備 

施設利用者の利便性向上のため、施設内にＷｉ－Ｆｉ環境を整備すること。 

  ⑥ 外国人観光客の対応業務 

    外国人観光客の対応として、タブレット端末の活用や外国語パンフレットコ

ーナーの設置、外国語に堪能な職員の配置など外国人観光客へのサービス提供

に努めること。 

（３）長府庭園の維持管理に関する業務の基準 

  ① 長府庭園の設置目的が十分に達成されるよう適切な管理を行うこと。 

  ② 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上を図ることができるよう、適
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正な運営に努めること。 

  ③ 効率的な運営に努め、管理に係る経費の縮減を図ること。 

  ④ 利用者が常に安全にかつ安心して、また、快適に施設の利用ができるよう、

適切な維持管理を行うこと。 

  ⑤ 管理を行う上で知り得た利用者の個人情報の保護及び防犯、防災その他緊急

時の対策について、適切な措置を講じること。 

  ⑥ 法その他関係法令（条例を含む。）、公園条例、公園条例規則を遵守すること。 

  ⑦ 海響みらい電力との契約について、令和３年５月に本市が宣言した「ゼロカ 

ーボンシティしものせき」に基づき、２０５０年脱炭素社会の実現に向けた地 

球温暖化対策として、第３次下関市総合計画で掲げる主な取組「地域新電力事 

業の促進」「再生可能エネルギーの地産地消」「脱炭素の取組を通じた地域経済 

の活性化」を実現するため、当施設の電力は「株式会社海響みらい電力」から 

の需給とし、指定管理期間は海響みらい電力と長期継続契約を締結すること。 

３ 管理業務の範囲 

（１）長府庭園の使用許可に関する業務の範囲 

  ① 公園条例第３条の許可に関する業務 

② 公園条例第８条の許可に関する業務 

③ 使用者との打ち合わせ（施設利用上の注意説明等） 

④ 公園条例第６条の利用の禁止又は制限に関する業務 

⑤ 公園条例第１５条の減免に関する業務 

 ・公園条例規則第５条の規定による。なお、同条第２項第４号の規定は長府庭

園使用料減免基準（平成１９年３月２８日制定）（第４条を除く。）の規定を

準用するものとする。 

⑥ 公園条例第１６条の還付に関する業務 

⑦ 公園条例第１７条の許可の取消し等に関する業務 

⑧ 減免対象者の使用説明等の対応 

⑨ その他使用許可に必要な業務 

（２）長府庭園の運営企画に関する業務の範囲 

  ① 蔵における展示に関する業務 

   ・展示者の希望があれば展示と併せて展示販売もできるものとする。 

② 孫文蓮の開花に合わせた早朝開園の実施 

  ③ 効率的、効果的な広報活動 
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④ その他運営企画に必要な業務 

（３）長府庭園の維持管理に関する業務の範囲 

① 施設警備業務 

   ・管理敷地内の巡回及び警備を行い、利用者及び施設の安全確保に努めること。 

 ・利用時間外においても、火災、盗難及び不法行為等を未然に防止するための

対策を講じること。 

② 施設清掃業務 

   ・庭園内の建物を適切に清掃し、清潔に保つこと。 

  ③ 施設修繕業務 

   ・利用者に安全かつ快適なサービスの提供ができるように施設、及び物品の修

繕を行うこと。 

   ・修繕は、指定予算額（単年度５０万円）以内で執行するものとする。 

   ・修繕料は年度末に余剰金を下関市へ返還するものとする。 

④ 塵芥収集運搬業務 

   ・ゴミを分別し、適切に処理を行うこと。 

⑤ 樹木管理及び環境整備業務 

   ・管理敷地内の樹木及び草花を適正に管理すること（剪定、散水、害虫駆除、

薬剤注入等）。 

   ・隣接地の障害枝の切除等を適宜実施すること。 

 ・管理敷地内の清掃・草刈り等を適宜実施すること。 

⑥ 駐車場維持管理業務 

   ・利用時間外は施錠し、適切な維持管理を行うこと。 

⑦ 中央監視装置保守点検業務 

   ・中央監視装置の保守を行い、年２度の定期点検を行うこと。 

  ⑧ 自家用電気工作物保安管理業務 

   施設概要 

・設備容量 100kVA 

    ・最大電力 75kW 

      ・受電電圧 6,600V 

   業務内容 

   ・月次点検（３ヶ月１回）※絶縁監視装置設置 

   ・年次点検（年１回） 
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   ・臨時点検、測定等（必要の都度） 

   ・法令の定めによる申請、届出、報告等（必要の都度） 

⑨ 湿生植物及び万葉植物植替え業務 

 ・年に１度、湿生植物及び万葉植物の植替えを行うこと。 

⑩ 池清掃業務 

 ・年に２度、庭園の池の清掃を行うこと。 

⑪ 建築物及び敷地の維持保全業務 

⑫ 付属設備、備品等保守点検業務 

⑬ 冷蔵機器及び冷凍機器管理業務 

 ・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法律第

６４号）及び関係諸規程に基づき、機器の点検や点検・整備の記録作成・保

存等を実施すること。  

⑭ その他維持管理に必要な業務 

（４）その他の業務の範囲 

① 下関市の観光振興に寄与する行事及びイベントへの協力 

② 長府庭園及び周辺で実施される行事及びイベントへの協力 

③ 施設案内や各種問い合わせ、要望、苦情及びトラブルへの対応 

 

４ 事業計画書等の提出 

  各年度の指定管理料は、業務内容等の変動を踏まえ、毎年度予算の範囲内で「年 

度協定」を締結するため、指定管理者は、各年度の事業計画書、収支予算書等を前

年度の９月末までの間で下関市が指定した日までに下関市に提出すること。 

 

５ 事業報告等 

（１）指定管理者は、毎年度末日の翌日から起算して６０日以内に、次の事項を記載

した事業報告書を作成し、下関市長に提出すること。 

① 指定管理施設の運営状況 

  ② 本業務の実施状況 

③ 自主事業の実施状況 

④ 設備及び備品の維持管理状況 

⑤ サービスの質に関する事項 

⑥ 個人情報保護に関する事項 
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⑦ 苦情・事件・事故対応に関する事項 

⑧ 指定管理者の経営状況（決算後の財務諸表等提出） 

⑨ その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項 

（２）指定管理者は、翌月の１０日までに業務報告書（月報）を作成し、下関市に提

出すること。ただし、３月は同月３１日までに提出すること。 

 

６ 管理体制 

（１）長府庭園の管理業務について、総括的な責任を持ち、利用者や外部に対して長

府庭園を代表する管理責任者を指定すること。 

（２）機械設備の保守管理、施設の清掃等長府庭園の維持管理に必要な有資格者や経

験者等適切な職員配置を行うとともに、各種業務における責任体制を確立するこ

と。 

（３）職員の勤務体制は、長府庭園の管理運営に支障がないように配置するとともに、

利用者の要望に十分応えられるものとすること。 

（４）職員の資質を高めるため、研修等を実施するとともに長府庭園の管理運営に必

要な知識と技術の習得に努めること。 

 

７ 物品管理 

（１）指定管理者が指定管理料又は利用料金で購入する備品は、あらかじめ下関市長

の承認を受けることとし、原則として指定管理者の所有に属する。ただし、指定

期間終了後の当該備品の所有権については、下関市と指定管理者の協議により定

めることとする。 

（２）指定管理者は、下関市の所有に属する備品について備品台帳を備え、その管理

に係る備品を整理し、廃棄等の異動事項について遅滞なく下関市長に報告するこ

と。 

 

８ リスク分担 

下関市と指定管理者のリスク分担はおおむね次の表のとおりとする。 

リスクの種

類 
リスクの内容 

負 担 す る 者 

市 
指定 

管理者 

分担 

(協議) 
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物価変動 

収支計画に多大な影響を与える

もの 
○   

それ以外のもの（人件費・物件

費を含む。） 
 ○  

資金調達 

金利変動 

資金調達不能による管理運営の

中断等 
 ○  

金利上昇等による資金調達費用

の増加 
 ○  

法令等の改

廃 

管理運営に直接影響する法令等

の改廃 
  ○ 

税制改正 

消費税及び地方消費税の税率等

の改正 
  

○ 

法人税・法人住民税の税率等の

改正 
 ○  

それ以外で管理運営に影響する

もの 
  ○ 

許認可等の

未取得・未更

新 

市が取得すべきものによるもの ○   

指定管理者が取得すべきものに

よるもの 
 ○  

管理運営内

容の変更 

市の施策による変更 ○   

指定管理者の発案による変更   ○ 

市議会の議

決 

指定の議決が得られないことに

よる管理運営の開始の延期※ 
 〇  

需要変動 

大規模な外的要因による需要変

動 
  ○ 

それ以外のもの  ○  

管理運営の 

中断・中止・

臨時休館等 

市に帰責事由があるもの（施設、

設備、市の備品等の瑕疵、市に

よる施設改修による臨時休館

等） 

○   

指定管理者に帰責事由があるも  ○  
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の（指定管理者の管理上の瑕疵

による臨時休館等） 

指定管理者の提案による自主事

業の運営 
 ○  

それ以外のもの   ○ 

資料・展示品

の損傷 

指定管理者の管理上の瑕疵によ

るもの 
 ○  

その他第三者の行為から生じた

もので相手方が特定できないも

の等 

○   

施設等の損

傷 

指定管理者に帰責事由があるも

の 
 ○  

指定管理者が設置した設備・備

品等 
 ○  

施設の設計･構造上の原因によ

るもの 
○   

その他経年劣化・第三者の行為

で相手方が特定できないもの等 

○ 

（年間５０万円を超える場合）  

○ 

（年間５０万円まで）  
 

利用者等へ 

の損害賠償 

市に帰責事由があるもの ○   

指定管理者に帰責事由があるも

の 
 ○  

市及び指定管理者に帰責事由が

あるもの 

被害者、第三者等に帰責事由が

あるもの※5 

  ○ 

周辺地域、住

民、利用者等

への対応 

地域との協調  ○  

施設の管理運営、業務内容に対

する住民及び利用者等からの要

望への対応 

 ○  

それ以外のもの ○   

セキュリテ 指定管理者の警備不良による情  ○  
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ィー 報漏えい、犯罪発生等 

募集要項の

不備 

募集要項の不備に基づくもの 
○   

事業終了時

の原状復帰 

指定管理期間の終了、指定の取

消し等により指定期間中に指定

管理者の業務を行わなくなった

場合の原状復帰及び撤収費用 

 ○  

不可抗力※ 

不可抗力による施設、設備、市

の備品等の復旧費用 
○   

不可抗力による管理運営の中断   〇 

避難所その他災害拠点等の開設 〇   

※ 市議会の議決：このリスクは、指定管理者ではなく、指定管理候補者が負担する。 

※ 不可抗力：異常な暴風や豪雨、台風、洪水、津波、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、

落雷、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴動、ストライキ、感染症の蔓延等 

 

９ その他留意事項 

（１）再委託の禁止 

 本業務を一括して第三者に委託することは禁止する。 

（２）定期的な連絡調整 

    施設・指定管理者が抱える課題を共有し、解決を促進するために、指定管理者

と下関市との間で、定期的に連絡調整の場を設けることとする。 

（３）業務報告の聴取等 

   下関市は、長府庭園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理

業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に

調査し、又は必要な指示をすることがある。 

（４）指定管理者の責めに帰すべき事由か否かに関わらず指定管理者が本業務を実施

しないときは、本業務の未実施により負担しない費用相当分を指定管理料から減

額することがある。 

（５）監査委員による監査 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項第７号の規定による

下関市監査委員の監査及び下関市外部監査契約に基づく監査に関する条例（平成

１７年条例第３６９号）の規定による監査を受けていただくことがあります。 
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（６）長府庭園予約等の引継 

   令和８年３月３１日以前において、既に使用許可した書院・茶室等の使用や実

施が決定している事業等については、原則として引き継ぐこと。 

（７）災害発生時の対応 

   災害等危機発生時には、施設に協力を求める可能性がありますので、協力をお

願いいたします。 

（８）協議 

   この仕様書に記載のない事項並びに業務の内容及び対応・処理について疑義が

生じた場合は、下関市と協議すること。 


